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 指導力不足教員の関連を，もう一度取り上げる。
教職外への転職措置の対象にならなかったが，メン
タルな問題を抱える教員の対応には悩んでいる。 

 

 メンタルな問題を抱える教員と一口に言っても，
軽いノイローゼから重い精神性疾患までさまざまな

程度がある。平成 11 年度に精神性疾患により休職
処分になった教員は全国で 1,924 件というが，これ
は重いケースだろう。 

 教師のメンタルヘルスについて，平成５年，文部
省の調査研究協力者会議から『教員の心の健康等に
関する問題について』と題する報告書が出されてい

る。報告書では，心の不健康な状態にある教員に対
する対応策として，次の諸点を挙げている。 
①早期発見 心の不健康な教師を早期に発見し，適

切な治療や措置をとる。 
②スーパービジョン 指導力が劣る教師に対しては，
校長等による指導技術についての指導・監督や研修

による指導力の向上に努める。 
③負担軽減 ストレスで精神的に不安定な教師に対
しては，校務分掌や授業時間の軽減を図る。 

④医師の診断 精神性疾患の疑いのある教員には，
速やかに医師の診断を受けさせる。 
⑤人事異動 職場環境を変えるために，転任措置を

考慮する。 
⑥分限処分 児童・生徒への影響を考えて，適格性
を欠く教員には分限処分を的確に行う。 

⑦教職外への転職 教職にあわない教員は，教職以
外の職への転任・転職を考慮する。 
⑧健康審査会 健康審査会の効果的運用を図る。 

 教員のメンタルヘルスの観点からは，心の不健康
状態にある教師を早期に発見し，適切な治療を行う

ことが肝要である。とくに，精神性疾患の疑いのあ
る教師に対しては，速やかに医師の診断を受けせる
ことが欠かせない。 

 しかし，実際はこれが難しいのだ。地方公務員法
では，職員が病気等による心身の故障があるときは，
休職処分にできることとなっている（28 条２項）。

その手続きは「職員の分限に関する手続及び効果に
関する条例」に定められており，通常，２名の医師
による診察が必要である。 

 

 ところが，精神性疾患を有する教員は，しばしば
この医師の診察を受けつけない。児童・生徒や保護

者から苦情が出て，同僚もおかしいと思っても，本
人に病識がないため，医師の診察を拒否することが
少なくないからだ。 

 そうした場合，職務命令をもって受診させること
はできる。しかし，病気の教員に職務命令で受診を
強制することはなじまない。いろいろ家族を含めて

説得を重ね，なんとか受診させ，病気休暇または病
気休職に持ち込むわけだが，これが大変なのだ。 
 病気休職に入って３年経っても治癒しないときは，

法的には分限退職にすることができる。しかし，実
際上，分限退職に踏み切るのはこれまた難事である。 
 一定期間経つと，全快にいたらないまでも軽癒し

たとして職場復帰の診断書が出ることが多い。医師
の復職診断書は，日常生活に支障がないことを診断
するもので，授業を持たせていいことを保障するも

のではない。医師にしてみれば，それは学校で判断
することだとなる。したがって，復職にあたっては
健康審査会の適正な判断や人事面での配慮が欠かせ

ない。 

  （ひしむら・ゆきひこ＝国立教育政策研究所名誉所員） 
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